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した先駆的な取組を一層進めるために、居住機
能や都市機能、公共交通の充実に関する包括的
なマスタープランである立地適正化計画を作
成、公表し、様々な施策を展開されています。
和歌山市等では、今回の法改正で位置付けられ
る低未利用地権利設定等推進計画制度あるいは
立地誘導促進施設協定制度、こういった新しい
制度を導入することで具体的にどのようなこと
が可能になるか、お示しいただければ有り難い
と思います。

栗田都市局長：和歌山市では、今委員に御紹介
いただきましたように、中心市街地で様々な取
組が展開されております。市では、空き地や空
き店舗が集中的に発生している商店街などにお
いて、リノベーションの取組とも連携して、そ
の利活用や広場化等を通じて地域の核となる機
能を生み出していく、そういう構想をお持ちと
伺っています。
　このような構想の具体化に当たりましては、
例えば今御提案しております低未利用地権利設
定等促進計画制度によりまして、散在する空き
地などの低未利用地を商店街地区に集約すると

いったことが考えられます。この際、土地を手放すことに抵抗を持つ地権者がおられる場合には、期間を区切っ
て賃借権等を設定する、あるいは市が所有する遊休不動産との間で利用権を交換するといった柔軟な権利設定等
促進計画制度の内容とすることも考えられると思います。さらに、その集約された土地におきまして、周辺の地
権者であります商店主などが立地誘導施設協定を締結しまして、共同で交流広場などを整備するといったことが
考えられます。その広場でイベントやマルシェを開催いただきまして、地区への来訪者の増加を促すとともに、
その収益を例えば広場の管理費用に充てる、こういったことなども想定できるのではないかと考えております。
両制度を活用しますことで、取組の具体化や関係者間の権利調整等に当たりまして市によるコーディネート機能
を期待できますほか、計画や協定に基づく不動産の取得、保有などにつきまして関連税制の軽減措置が講じられ
るところでございます。このうち、固定資産税の軽減につきましては、協定に基づき整備される広場等のうち都
市再生推進法人が管理される場合に軽減が適用されるということとなっておりますが、和歌山市では全国で最も
多い都市再生推進法人、９法人が指定されているところでございます。税制特例を含めた本協定制度の活用を期
待しているところでございます。

中古住宅のリフォームや空き家の利活用について
足立敏之委員：ありがとうございました。�¿�‰��ですが、今お話がありましたように、オープンスペースなどを
活用していろいろイベントをしてにぎわいを取り戻す、そのような取組が今お話の中にありましたけれども、実
際に和歌山市でも今こういう取組が行われていて、かなり、何というんでしょう、日頃寂しい地域が大いににぎ
わっている、こういうような状況が生まれていると聞いております。これからもしっかりこういった取組をバッ
クアップしていただければ有り難いと思っています。
　堺市や和歌山市では、都市の再生に当たって古いストックを有効にリフォームして利用していますけれども、
空き店舗あるいは中古住宅のリフォームに当たっては、やはり費用だとか業者の選定だとか、そういったところ
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がなかなかうまくいかない、そこをマッチして
いくことが大事だと言われておりました。した
がいまして、こういった事業化を行う方々が安
心してリフォームできる環境を整備することが
都市のスポンジ化対策としても大事だと思って
います。京都などでも、町家を再生して旅館に
改造したり、カフェやレストランに改装して成
功している例もたくさんあります。都市のスポ
ンジ化対策には中古住宅のリフォームや空き店
舗、空き家の再生が重要と考えますが、今後、
国としてどのような支援を進めていくのか、伺
いたいと思います。

伊藤住宅局長：お答え申し上げます。我が国が本格的な少子高齢化、人口減少を迎える
中、都市のスポンジ化対策を進める上で、既存住宅、建築物について除却するべきもの
は除却するとともに、活用できるものは活用していくということが重要だというふうに
考えております。このため、既存住宅につきましては、長期優良住宅化リフォームなど
の支援を行うとともに、消費者が安心して購入できる物件に対して標章付与を行う安心
Ｒ住宅制度をこの４月から開始し、民間の空き家等を住宅確保要配慮者の賃貸住宅とし
て活用する新たな住宅セーフティーネット制度の取組を昨年１０月から進めるところであ
ります。

　また、御指摘のありました既存建築物の活用でございますが、その再生により地域の魅力の向上を図り、和歌
山市で行われているように、中心市街地に不足する都市機能の導入を行うということも非常に大切だというふう
に思っております。このため、空きビル等の公共公益施設、収益施設に転用するに当たりまして、その改修に対
する支援を行うほか、空き家、空き店舗等を再生するに当たって、多様な主体からの資金調達を円滑にできるよう、
昨年、不動産特定共同事業法が改正されたところであります。さらに、既存住宅、建築物の用途変更の円滑化に
向けて、延べ面積二百平米未満、かつ階数三階以下の小規模な建物について、安全性の確保を前提に、柱、はり、壁、
床等を耐火構造とすることを不要として改修をやりやすくする。あるいは、既存不適格建築物を用途変更する際
に、段階的、計画的に現行基準に適合することを可能とする仕組みを導入するなど、建築規制の合理化に向けて
現在建築基準法の一部を改正する法律案を国会で御審議いただいておりまして、参議院におきましても先般可決
いただいたところでございます。今後とも、これらの取組により、魅力的なまちづくりを実現できるよう、既存
住宅、建築物の利活用の促進に向けて積極的に取り組んでまいります。

都市のスポンジ化対策のための人材育成について
足立敏之委員：ありがとうございました。伊藤局長は、和歌山の高校、私の後輩に当たりますので、しっかり和
歌山の応援もよろしくお願いしたいと思います。次に、具体的なプロジェクトを進める際に必要なことは、人材
の確保でありまして、和歌山市では平成２５年度からリノベーションスクールというスクールを開催して、新たな
担い手が具体的な遊休不動産再生の事業計画を策定し、不動産オーナーに提案して新たなプロジェクトを次々と
生み出すようなことをしています。先ほど御紹介したプロジェクトもそういった中から生まれてきたものでござ
います。都市のスポンジ化対策を効果的に進めるためにはしっかりとした人材が不可欠です。今後、国としてど
のようにまちづくりの人材育成を支援していくのか、伺います。

栗田都市局長：全国のまちづくりにおきまして、民間の担い手の役割が拡大してきている中で、民間のまちづく
りを担う人材の確保、育成は重要な課題であると考えております。このため、まちづくりに取り組む民間の人材

伊藤明子住宅局長

［資料８］和歌山市の都市再生プロジェクトの効果
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等を対象とした会議やセミナーの開催に加えまして、民間まちづくり団体同士の連携強化に努めてきたところで
ございます。その取組の一つとしまして、昨年１１月には、民間の担い手によるまちづくり、こういうやり方を全
国に普及させるために、国土交通省と和歌山市と民間まちづくり団体等が連携しまして、民間まちづくりを主導
している民間の実践者を迎えたシンポジウムなどを和歌山市で開催いたしました。また、地域で活躍する民間ま
ちづくりのキーパーソンの具体的な活動記録を紹介するパンフレットを新たに作成し、先進事例の共有と横展開
を図っております。
　また、人材を育成する民間団体の先進的な取組などに対する補助、こういった支援も行いまして、様々な形で
全国における人材の普及に取り組んでおります。また、新たに立地適正化計画に取り組む市町村などを会員とし
まして、コンパクトなまちづくりの一層効果的な推進に係ります情報交換、共有、こういったことを促進するた
めの協議会を今年６月に設けていただく予定となっております。それを契機に、まちづくり人材の育成に向けた
市町村などの機運がますます高まることを期待しております。このような取組を通じまして、今後、民間まちづ
くりを担う人材の確保、育成の取組を更に加速してまいりたいと考えております。

都市のスポンジ化対策に向けた大臣のご決意
足立敏之委員：最後の質問に参りたいと思います。都市のスポンジ化対策はやはり緊急を要することでありまし
て、早期成立、早期執行をお願いしたいと思います。都市が荒廃する日本の一つの表れのように言われる前に何
としても日本の都市の再生がしっかり図られるよう、石井大臣の御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：人口減少や高齢化の中にありましても、地域の活力を維持するとと
もに、福祉、医療等の生活機能が確保された高齢者が安心して暮らせる町を実現するに
は、各種の機能をコンパクトに集約しネットワークでつなぐコンパクト・プラス・ネッ
トワークのまちづくりを進めることが必要であります。このようなコンパクト化の拠点
となるべきエリアにおきましても都市のスポンジ化が進行していることから、今般、そ
の対策や予防を行うための様々な制度を創設し、併せて税制措置、予算措置を講じるな
ど国として総合的な支援を行うこととしたところであります。
　本法案では、今後更に人口減少が進むと考えられる中、民間の力も借りながら、行政

による能動的な働きかけや地域コミュニティーによる身の回りの公共空間の創出等を通じまして、都市の余剰空
間の有効活用やゆとりある生活環境の創出を図ることを目指しております。また、コンパクト・プラス・ネット
ワークを進めつつ、民間の力を最大限引き出し、持続可能なまちづくりを進めていくことが重要であり、平成３０
年度予算では、地域資源を生かした観光の活性化、公共交通の充実による持続性の確保といった観点から、地方
再生のモデル都市として３２都市を選定をいたしまして、３年間集中支援を行うこととしております。国土交通省
におきましては、地方公共団体が主体性を持って官民協働で個性あるまちづくりを進めるため、コンパクトシティ
形成支援チームによる各省連携の取組を進めるなど各省連携で、関係省庁連携し、全力で地方公共団体の取組を
サポートしてまいりたいと考えております。

足立敏之委員：ありがとうございました。全国
各地で個性的な優れたプロジェクトが進むよう
に、本日御出席の委員の皆様も、是非御地元に
帰って今日私が紹介したプロジェクトを御地元
に紹介していただければ有り難いと思います。
ありがとうございました。

石井啓一国土交通大臣
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